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 はじめに 

 

１ 計画の目的 

県内の建築物の耐震性能を確保するため、既存建築物の耐震診断、耐震改修を促進する

ことにより、耐震性能の向上を図り、今後予想される地震災害に対して県民の生命、財産

を守ることを目的とし、令和８年3月に長野県耐震改修促進計画（第Ⅳ期）（以下「本計画」

という。）を策定しました。 

   

 ２ 本計画の位置づけと他の県計画との関係 

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定により策定するものです。 

また、県における他の計画との整合を図り、県と市町村との協議の場における検討を踏

まえながら、建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し、より具体的に定めるこ

ととします（図－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は じ め に 

(1) 「しあわせ信州創造プラン３.０（長野県総合５か年計画）」 

「確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る」を基本目標とする県の総

合五か年計画「しあわせ信州創造プラン３.０（計画期間：令和５年度～令和９年

度）」では、「持続可能で安定した暮らしを守る」を政策の柱の一つに位置付けてお

り、その施策の一つとして災害に強い県づくりを推進しています。 

本計画は法の定めによるほか、この総合計画を上位計画とする個別計画として

も、地震から命を守る建物の強靱化により、県民の生命と財産を守る取組を推進し

ます。 

 

(2)「長野県地域防災計画」 

「長野県地域防災計画（令和７年３月）」の震災対策編において、「第２章 災害

予防計画 第１節 地震に強い県づくり」の中で、建築物等の耐震化について定め

ています。 

具体的には、 

ア 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な

施設、要配慮者利用施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。 

特に県有施設の内、多数の者が利用する学校や防災上重要な拠点となる庁舎

等で、耐震性能が低い建築物について、平成19年11月に策定した「県有施設

耐震化整備プログラム（平成2３年度改定）」及び「第二期県有施設耐震化整備

プログラム（平成28年３月策定）」に基づき、計画的な耐震化を推進するとと

もに、構造躯体の耐震化に合わせ、天井や建具などの非構造部材や建築設備の 
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耐震改修に努める。 

県営住宅については、老朽化等の状況を踏まえ、改善、建替え等を実施し、 

その適正な維持管理に努める。 

イ 住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指

導等に努める。 

ウ 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施する。 

エ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具

の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

オ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具

の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

カ 災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対

策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるもの

とする。 

キ 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画

的に安全確保対策を進めるものとする。 

こととしています。 

 

(3) 「長野県住生活基本計画」 

令和３年度に見直した「長野県住生活基本計画（計画期間：令和３年度～令和１

２年度）」においても、住生活の目標「1 脱炭素社会に向け環境や健康にやさしく

安全な住まいづくり」の項目中、地震による倒壊を防ぎ、生命や暮らしを守るため、

進めるため、住宅、避難施設、多数の者が利用する建築物の耐震化を進めることと

しています。 

 

(4) 「長野県強靱化計画」 

令和５年３月に決定した「第３期長野県強靱化計画（計画期間：令和５年度～令

和９年度）」において、「第３章 取り組むべき事項」の中で、地震や水害から命と

暮らしを守る建物等の強靱化を３つの重点項目の一つとして、住宅・建築物の耐震

化を促進することとしています。 

 

(5) 「長野県地震防災対策強化アクションプラン」 

令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、地震対策の更なる充実・強化を図るため

策定された計画で、耐震化の促進や避難所環境の改善等により、「『地震災害死ゼロ』

に挑戦」を基本目標に定め、その基本目標実現に向け「予防」「応急」「復旧復興」

の3段階に応じて県民や自治体が取るべき10の対策を掲げています。 
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（図－２） 「被災後もできる限り日常の生活 

を継続できるまち」のイメージ 

 

 

国 県 市町村 

   

 

３ 市町村との連携 

「県と市町村との協議の場」被災後もできる限り日常の生活を継続できるまちをめざして  

安心・安全な日常生活は県民の確かな暮らしの礎

であり、大規模地震による被災時にもできる限り日

常の生活が継続できることが望ましく、東日本大震

災以降、被災後の事業活動が課題となり事業計画

（BCP）の策定等が進みましたが、これも事業を支

える県民の暮らしが継続してこそ成立するものです。    

このため、地震が発生した後も自らの住まいや職

場などで、できる限り日常に近い生活が送れるよう、

生活者の視点に立ち住宅やその他の建築物が地震に

備えて確保すべき事項を区分して整理し、その確保

に向けてワーキンググループを設置し検討を行い、

その結果を平成27年5月に取りまとめました  

（図－２）。 

 

 

 

 

（図－１）長野県耐震改修促進計画の位置づけ 
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４ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とし、前計画（令和３年

３月策定）を継承しつつ、目標値の設定や住宅・建築物の耐震化へ向けた取組を行います。 

 

【参考】――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  長野県耐震改修促進計画    

計画期間：平成18年度～平成27年度（平成19年１月策定、平成24年３月一部変更） 

   長野県耐震改修促進計画（第Ⅱ期）   

計画期間：平成28年度～令和２年度（平成28年３月策定） 

   長野県耐震改修促進計画（第Ⅲ期）   

計画期間：令和３年度～令和７年度（令和３年３月策定）  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  

 

 

重点的に取り組む事項――――――――――――――――――――――――――――――― 

第三期計画の振り返りをもとに第Ⅳ期計画で重点的に取り組む事項を整理 

 住 宅  

・ 高齢者が耐震化しやすい環境の整備 

・ 耐震化率の低い地域の耐震化 

 建築物  

・ 規模の大きい建築物の耐震化 

・ 耐震化率が低い用途の建築物の耐震化 

・ 耐震化未済の公共建築物の耐震化 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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５ 耐震化の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

(1) 地震は、いつ・どこでおきても不思議でない状況 

平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年３月には大地震発生の可能性が低

いと言われていた福岡県でも福岡県西方沖を震源とする地震、平成20年6月の岩

手・宮城内陸地震など大地震が頻発しており、特に平成23年３月に発生した東日

本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災

害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。 

また、平成28年4月の熊本地震では、同一地域において約28時間の間に震度７

の地震が２度発生し、令和６年１月の能登半島地震においては、耐震化率が低い地

域で多くの住宅が倒壊するなどの被害が生じました。 

 

大地震はいつ・どこで発生してもおかしくない状況となっており、南海トラフ地

震、首都直下地震等については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生す

ると被害は甚大なものになると想定されています。特に、南海トラフの海溝型巨大

地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されています。 
 

長野県内においても、平成23年３月に長野県北部の地震が、同年６月には長野

県中部の地震が発生し、さらに、平成26年11月には県の北部を震源とした長野県

神城断層地震が発生するなど、大地震が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 阪神・淡路大震災における死因の約９割は建物の倒壊によるもの 

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、6,434人という多数の方の尊い人命が奪

われましたが、このうち地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの

約９割の4,831人が住宅や建築物の倒壊によるものでした。 
 

(3) 地震による人的・経済的被害を軽減するために 

建築物の耐震改修については、中央防災会議において決定された建築物の耐震化

緊急対策方針（平成17年９月）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国

家的な緊急の課題」であるとともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和

７年７月中央防災会議決定）において、10年後に死者数を概ね8割、建築物の全壊

焼失棟数を概ね5割、被害想定から減少させるという目標達成のため、重点的に取

り組むべきものとして位置づけられています。 

 

 

（H23.3） 

長野県北部の地震 

（H23.6） 

長野県中部の地震 

（H26.11） 

長野県神城断層地震 
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(4) 耐震改修促進法等の改正について 

ア 平成18年１月26日施行 

地震防災推進会議の提言を踏まえ、国において法の改正が行われました。この改

正により、 

(ｱ) 計画的な耐震化を推進するため、国は基本方針を作成し、地方公共団体は

耐震改修促進計画を作成 

(ｲ) 建築物に関する指導等の強化として、 

 ａ 道路を閉塞させるおそれのある建築物の指導・助言を実施 

 ｂ 地方公共団体による指示等の対象に学校、老人ホーム等を追加 

 ｃ 地方公共団体の指示に従わない特定建築物を公表 

 ｄ 倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令等

が追加されました。 

 

イ 平成25年11月25日施行 

住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成27年までに9割にする目

標（「地震防災戦略」（中央防災会議決定（H17）））の達成には、耐震化を一層促

進することが必要であること並びに南海トラフの巨大地震や首都直下地震の被害

想定で、これらの地震が最大クラスの規模で発生した場合、東日本大震災を超え

る甚大な人的・物的被害が発生することがほぼ確実視されることから、国におい

て法の改正が行われました。 

この改正により、 

(ｱ) 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホ

ーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等の平成27年末まで

の耐震診断の義務化・耐震診断の結果の公表 

(ｲ) 地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物や都道府県が

指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物の地方公共団体が指定する期限まで

の耐震診断の義務化・耐震診断の結果の公表 

   などの建築物の耐震化の促進のための規制が強化されました。 

 

ウ 平成31年１月１日施行 

大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、ブ

ロック塀等の倒壊による通行障害の防止のため、法施行令第４条の通行障害建築

物に、建物に附属する組積造の塀が追加される改正が行われました。 
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(1) 住 宅 

(2) 特定既存耐震不適格建築物 

ア 多数の者が利用する一定規模以上の建築物（別表１参照、以下「多数の者が利

用する建築物」という。） 

イ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する一定数量以上の危険物を扱う建築

物 

ウ 地震によって倒壊した場合その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円

滑な避難を困難にするおそれのあるものとして本計画又は市町村耐震改修促進

計画に記載された道路に敷地が接する建築物（以下「緊急輸送道路等沿道建築物」

という。） 

(3) 要安全確認計画記載建築物 

(4) 要緊急安全確認大規模建築物 

特定既存耐震不適格建築物のうち、以下に掲げる建築物で大規模なもの 

（別表２参照） 

ア 不特定かつ多数の者が利用する建築物 

  イ 避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物 

ウ 一定数量以上の危険物を扱う建築物 

(5) 公共建築物 

公共建築物は平常時の安全確保だけでなく、地震災害時の拠点となる施設や多数

の者が利用する建築物が多いことから、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積極的

に取り組みます。 

なお、本計画では県及び市町村の建築物を対象としています。 

 

６ 本計画の対象とする建築物 

   本計画では、すべての建築物を対象とし、特に耐震化を図るべき建築物として、以下の

建築物を挙げています。 

これは、法や法第４条第１項の規定により国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（国土交通省告示第184号。以下「基本方

針」という。）においても、耐震化を図ることが重要な建築物とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画においては、上記(1)、(2)ア、(4)及び(5)の建築物に対する目標を設定す

ることとし、上記(2)のイ及びウ、並びに(3)に関しては、調査結果に基づき耐震化に向け

た適切な対応を図ることとします。 


